
上水道事業の取扱いについて

                                                                              

　　　　平成１６年１０月１３日　提出

協議第４３号

平成１６年１０月１３日　確認

上水道事業の取扱いについて

（上水道）
１．上水道事業については、合併時に統合し新市において公営企業を組織する。ま
　た、現有関連施設については、現行のまま新市公営企業に引き継ぐ。
２．新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。継続事業につ
　いては、新市建設計画で調整し、新市公営企業に引き継ぐ。
３．加入金については、菊池市の例により、合併時に統一する。
４．使用料金については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整
　する。
５．手数料については、泗水町の例により合併時に統一する。なお、メーター使用
　料は、現行のまま新市に引き継ぐ。
６．料金等の減免措置については、菊池市の例により、合併時に統一する。
（簡易水道）
７．簡易水道事業及びその現有関連施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
８．矢護川地区簡易水道組合は合併までに解散する方向で組合と調整を行い、現行
　のまま新市に引き継ぐ。
９．加入金については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。
10．使用料金については、別表のとおり合併時に統一する。
11．手数料については、泗水町上水道の例により合併時に統一する。なお、メー
　ター使用料は、合併時に廃止する。
12．使用料等減免措置については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。
（専用水道）
13．専用水道事業及びその現有関連施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
14．加入金については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。
15．使用料金については、別表のとおり合併時に統一する。
16．メーター使用料は、合併時に廃止する。
17．料金等減免措置については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。
（その他）
18．上水道に関する補助制度については、新市において調整する。また、硝酸性窒
　素除去器貸付事業については、七城町の例により新市に引き継ぎ、新市におい
　て速やかに調整する。

　　　　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　　松　岡　一　俊　　

上水道事業の取扱いについて提出する。



・給水人口（人）

・給水戸数（戸）

・普及率（％）

 ・年間給水量（㎥）

 ・日最大給水量（㎥）
・

 ・日平均給水量（㎥）

・有収率（％）

　③施設等概要

80.75%

・城山配水地（ＲＣタンク2450＊１ヶ所）

４，９２７㎥

80.00%

４，９３１㎥ ４，２３４㎥

６，１０７㎥

　①新規事業 ①新市建設計画で調整中 ①新市建設計画で調整
中

  (石綿セメント管更新)

　②継続事業（採択） ②大琳寺配水地整備事業 H16～18

・水源地

・事務所 水道局舎

・音町配水地（ＰＣタンク3000＊１ヶ所）

　　施設名

・配水地

2.上水道整備事業

　　取水量（㎥／日）

・その他

12,800

１，７９９，８９５㎥

98.55%

６，７１５戸

１７，４６８人

１７，２１４人

・富納配水地（ｽﾃﾝﾚｽタンク1150＊２ヶ所）

・桜山配水地（ＰＣタンク1200＊１ヶ所）

①無 ①有（公営企業） ①②上水道事業については、法
的原則により統合が必要であ
り、合併時に統合し、新市にお
いて公営企業を組織する。

96.10%

１３，７３８人

１，５４５，５６４㎥

１４，３００人

４，０９１戸
市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

1.上水道事業及び施設等

亘中央・亘第２・亘第３・亘第４・大琳寺

　②事業概要（H14）

　①事業の有無 ①有（公営企業）

・給水区域内人口（人）

調整の具体的内容
市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

菊池市

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目上水道事業の取扱い 関係項目上水道施設等・事業計画（新規・継続事業）

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

・新規事業については、新市建
設計画に基づき計画的に実施す
る。継続事業については、新市
建設計画で事業量・財源・工期
等を調整し、新市公営企業に引
き継ぎ計画的に実施する。

③上水道関連施設については、
現行のまま新市公営企業に引き
継ぐ。

①新市建設計画で調整中

・第二期拡張計画　H3～24

第１～第５水源地

地下水（深井戸５ヶ所）

②水道管路近代化推進事業　H6～19

6,600

・永南加圧場

RC２F　　A=３３６．４㎡

地下水（深井戸５ヶ所）

①新市建設計画で調整
中

・地区名

調 整 の 内 容

１．上水道事業については、合併時に統合し新市において公営企業を組織する。また、現有関連施設については、現行のまま新市公営企業に引き継ぐ。
２．上水道事業の新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。継続事業については、新市建設計画で調整し、新市公営企業に引き継ぐ。

現 況

泗水町

①無



100ｍｍ 8t 5,580 140

①手数料については、泗水町の
例により合併時に統一する。

・使用料金については、現行の
まま新市に引継ぎ、新市におい
て速やかに調整する。20ｍｍ 8t 1,450 140

8t 2,520 140

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目上水道事業の取扱い 関係項目上水道加入金・使用料等

調 整 の 内 容

３．上水道加入金については、菊池市の例により、合併時に統一する。
４．上水道使用料金については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において速やかに調整する。
５．上水道手数料については、泗水町の例により合併時に統一する。なお、メーター使用料は、現行のまま新市に引き継ぐ。

現 況
調整の具体的内容

市 町 村 名 菊池市 七城町

25ｍｍ 8t 1,780

40ｍｍ

50ｍｍ 8t 3,610

75ｍｍ 8t

旭志村 泗水町

・加入金については、国の算定
基準を基に算定されている菊池
市の例により、合併時に統一す
る。

２００，０００円

－

・無

５０，０００円

１３０，０００円

・１３ｍｍ ５０，０００円

１３０，０００円

3.上水道加入金

８０，０００円

・無

140

－

８０，０００円

３３０，０００円

１，１５０，０００円

超過料金

10,000

1件 300

2,000

1件

②メーター使用料（円）

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

②無 ②メーター使用料

１３ｍｍ 50

２０ｍｍ

２５ｍｍ

３０ｍｍ

・２０ｍｍ

３００，０００円６５０，０００円

水量 料金 ｔ当り

１，６５０，０００円

５００，０００円

－

・７５ｍｍ

・１００ｍｍ

基本料金

13ｍｍ 8t 850

超過料金

ｔ当り

基本料金
種別 用途

水量

1件 2,000

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

口径

・２５ｍｍ

・３０ｍｍ

・４０ｍｍ

・５０ｍｍ

料金

500
材料及び
竣工検査

20mm以下

25～50mm以下 1,000

75mm以上

10,900

500設計審査

130

営業 16t 1,200 130

一般 8t 800

1件 設計審査 1件 1,000

140

140

4,660

1件

1,100

臨時 1t 200

140

80

130

学校 200t 9,100 130

浴場 200t

80督促 1件 督促

1t 130 130

官公 20t 130

公民

①手数料（円） 区分 単位

消火栓 20分 4,000
5.手数料等 ①手数料

道路占用

200

専用

その他

金額

-

区分 単位 金額

①手数料

1,500

1,200

国県道

市道

10,0001件業者指定

サービス管 1件 8,000

1,000

材料検査
竣工検査

道路占用

業者指定

その他証明

1件 1,000

1件 1,000

②メーター使用料については、
現行のまま新市に引継ぎ、水道
料金統一時に廃止する。

4.上水道使用料（円）
　（１ヶ月税抜）

４０ｍｍ

５０ｍｍ

７５ｍｍ

100

110

150

210

730



・減免措置については、菊池市
の例により、合併時に統一す
る。

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目上水道事業の取扱い 上水道料金減免制度等

市 町 村 名 菊池市 七城町

関係項目

現 況
調整の具体的内容

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

6.減免制度
・無　市長は、公益上その他特別の理由があると

認めるときは、水道事業条例又は、この条例
により納付しなければならない料金、手数料
その他の費用を減免することができる。

①災害等の理由により、料金の納入が困難で
ある者の料金。
②地下及び床下等の不可抗力的な漏水に起因
する料金。ただし、水道使用者が、漏水を確
認しておきながら修繕を怠った場合はこの限
りでない。
(1)前年同期及び前２回指示水量を勘案し、
　 その平均水量４倍以内の場合は、前２回
　 指示水量と今回水量の平均を調定水量と
　 する。
(2)メーター指示水量が平均水量の４倍を超
　 える場合は、４倍を超える水量を免除
   し、４倍以内については前号のとおりと
   する。
(3)全各号の適用は、原則として年１回と
   し、以前からの漏水の可能性がある場合
   も、その事実が判明した時点での減免措
   置とする。

・無

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

①災害その他の理由により、料金の納入が困
難である者の料金。
②不可抗力による漏水に起因する料金。
③その他町長が公益上、その他特別の理由が
あると認めた者。

旭志村 泗水町

調 整 の 内 容

６．上水道料金等の減免措置については、菊池市の例により、合併時に統一する。



・給水人口（人）

・給水戸数（戸）

・普及率（％）

 ・年間給水量（㎥）

 ・日最大給水量（㎥）

 ・日平均給水量（㎥）

・有収率（％）

　　水源の種類

　　　取水量（㎥／日）

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

弁利地区

・地区名
迫間簡易水道 西部第二地区

小川・九の峰地区

水源中央簡易水道 西部第一地区

６５４戸

２，４３０人

・矢護川地区簡易水道組合（一
部事務組合）は合併までに解散
する方向で組合と調整を行い、
現行のまま新市に引き継ぎ、菊
池南部と調整を行う。

②簡易水道関連施設について
は、現行のまま新市に引き継
ぐ。

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目上水道事業の取扱い 関 係 項 目簡易水道施設等

調 整 の 内 容

７．簡易水道事業及びその現有関連施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
８．矢護川地区簡易水道組合は合併までに解散する方向で組合と調整を行い、現行のまま新市に引き継ぐ。

現 況
調整の具体的内容

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

①無

7.簡易水道事業及び施設等

①無　①事業概要 ①２地区（３地区）

①簡易水道事業については、現
行のまま新市に引き継ぐ。

４ヶ所

１６７，０４８㎥

６ヶ所

小川九の峰・弁利・西部第１・西部第２（２）
三の西沖

４５８㎥

・給水区域内人口（人）

①４地区

２，２３５人

8.矢護川簡易水道組合

・水源地 ２ヶ所

７１５㎥／日 １，３７５㎥／日

　②施設等概要

　②給水人口

　①構成団体

（内訳）片川瀬地区　　２８３人

地下水 地下水、伏流水

　　　　矢護川地区　　８７０人

　　　　　　　　　１，１５３人

旭志村・大津町

89.70%

５ヶ所

深井戸、浅井戸

　　施設名

93.50%

７１５㎥

　　取水方法

86.50%

深井戸

・配水池

(花房簡易水道）

１，４２９戸

92.00%

一部事務組合

５０１，９７４㎥

渡打・原本村・迫間第１・迫間第２

５，３０３人

４，８９８人

１，４１０㎥

１，２６５㎥



135

菊池北部四市町村合併協議会

①手数料については、泗水町上
水道の例により合併時に統一す
る。

100ｍｍ 8t 4,400 135

道路占用
1,500

関 係 項 目簡易水道加入金・使用料等

・使用料金については、別表の
とおり合併時に統一する。
(別表料金表参照)20ｍｍ 8t 1,400 135

8t 2,400

市 町 村 名 菊池市 七城町

協 定 項 目上水道事業の取扱い

2,800

75ｍｍ 8t

調 整 の 内 容

　９．簡易水道加入金については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。
１０．簡易水道使用料金については、別表のとおり合併時に統一する。
１１．簡易水道手数料については、泗水町上水道の例により合併時に統一する。なお、メーター使用料は、合併時に廃止する。
１２．簡易水道使用料減免措置については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。

現 況
調整の具体的内容

・加入金については、菊池市上
水道の例により、合併時に統一
する。

25ｍｍ 8t 1,600

40ｍｍ

50ｍｍ 8t

9.簡易水道加入金

全口径　　　　　　　５０，０００円

・無し

950

超過料金

水量 料金 ｔ当り

145

専用

料金

145

一般

②メーター使用料（円）

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

②無

2,000

135

水量

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

２５ｍｍ以上　　　　２１０，０００円

種別 用途
基本料金

ｔ当り

超過料金

２０ｍｍ以下　　　　１２６，０００円

旭志村 泗水町

口径

基本料金10.簡易水道使用料（円）
　（１ヶ月税抜）

・慈善事業又は、公益事業のため使用すると
き。
・公費の扶助を受ける者が使用するとき。
・村長が必要と認めたとき。

・減免措置については、菊池市
上水道の例により、合併時に統
一する。

500
材料及び
竣工検査

20mm以下

25～50mm以下 1,000

75mm以上

135

1件 500

金額

・無し

12.使用料等減免措置 ・無

135

135

3,600

設計審査

13ｍｍ 8t

②メーター使用料

全口径 80

②メーター使用料については、
口径別に水道使用料を徴収する
ため合併時に廃止する。

①手数料（円） 区分 単位

消火栓 20分 4,000
11.簡易水道手数料等 ①手数料（円）

市道

-

80

1,200

国県道

督促 1件

185

金額

①手数料（円）

10,0001件業者指定

サービス管 1件 8,000

100

6t 575

娯楽 - -

営業 30t 4,325

185

145

工業 30t 4,325 145

官公 20t 3,070

6t 575 145

学校 20t 3,070 145
共同
その他

督促 1件

区分 単位

臨時 - -

共同



・給水人口（人）

・給水戸数（戸）

・普及率（％）

 ・年間給水量（㎥）

 ・日最大給水量（㎥）
・

 ・日平均給水量（㎥）

②専用水道関連施設について
は、現行のまま新市に引き継
ぐ。

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目上水道事業の取扱い 関 係 項 目

　 水源の種類

１ヶ所・水源地

１３ｍｍ14.専用水道加入金
　（円・税抜）

　　取水方法

専用水道施設等

調 整 の 内 容

１３．専用水道事業及びその現有関連施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
１４．専用水道加入金については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。
１５．専用水道使用料金については、別表のとおり合併時に統一する。
１６．専用水道のメーター使用料は、合併時に廃止する。
１７．専用水道料金等減免措置については、菊池市上水道の例により、合併時に統一する。

現 況
調整の具体的内容

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

①無

13.専用水道事業及び施設等

　①事業概要 ①無 ①有（１地区）

雇用促進住宅七城宿舎専用水道

①無
①専用水道事業については、七
城町のみの事業であり、現行の
まま新市に引き継ぐ。

深井戸

・地区名

・計画給水人口（人）

２７㎥

２４０人

１５１人

４７戸

100.00%

　②施設等概要

９，８８８㎥

６０㎥

1,100,000

地下水

２５ｍｍ

用途
水量 料金

超過料金15.専用水道使用料
　（１ヶ月・税抜）

ｔ当り

150

150

専用給水 10t

10t 1,500共用給水

1,500

・減免措置については、菊池市
上水道の例により合併時に統一
する。

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

16.専用水道メーター使用
　 料（円／月）

・町長は公益上その他特別の理由があると認
めたときは、この条例によって納付しなけれ
ばならない料金等の全部又は一部を免除する
ことができる。

１３ｍｍ 100

17.専用水道料金等減免措
　 置

２５ｍｍ 210

・加入金については、菊池市上
水道の例により合併時に統一す
る。

基本料金

・メーター使用料については、
合併時に廃止する。

・使用料金については、別表の
とおり合併時に統一する。
（別表料金表参照）

150,000



・補助限度額（千円）

②硝酸性窒素除去器貸付事業について
は、七城町の例により新市に引き継
ぎ、新市において対象地域等について
速やかに調査し、適正に事業を実施す
る。

②無
②七城町硝酸性窒素除去器貸付
事業

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目上水道事業の取扱い 関 係 項 目上水道に関する補助制度等

調 整 の 内 容

１８．上水道に関する補助制度については、新市において調整する。また、硝酸性窒素除去器貸付事業については、七城町の例により新市に引き継ぎ、新市において速
やかに調整する。

現 況
調整の具体的内容

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

①無

18.補助制度等

①共同飲料水供給施設整備補助
金

①菊池市簡易水道施設費補助金

①上水道に関する補助制度について
は、新市において速やかに調整する。

1)５戸以上の共同による簡易水
道の新設、増設、改良事業。
2)総事業費１０万円以上の工
事。
3)対象施設は、特に市長が認め
るもののほか、原則として各集
落につき１つの施設とする。た
だし、市が行う簡易水道事業区
域を除く。

・共有による飲料水供給施設・
簡易水道整備で村長が認めるも
の。

①七城町飲料水供給施設及び簡
易水道整備費補助金

1)10戸以上の共同による飲料水
供給施設及び簡易水道の新設、
増設、改良事業。
2)総事業費１０万円以上の工
事。
3)対象施設は、取水施設、浄水
施設、送水施設、配水施設で、
給水施設は対象外。

・協議により村長が定める。
（実績５地区　10%～35.8%）

②無 ②無

・飲料水の水質検査の結果、飲
料水に含まれる硝酸、亜硝酸性
窒素の濃度が１０ｍｇ／L以上
の場合。

・補助対象

　②その他助成等

・協議により村長が定める。
新設　2，000
改修　1，000

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

1)貸付額は、無料とする。ただ
し、維持管理のためのカート
リッジ等交換器材、その他消耗
品費は、使用者負担。
2)使用に当たっては、衛生管
理、器具器材点検を定期的に行
い処理能力の維持管理に注意を
払うこと。
3)使用者の瑕疵により除去器に
損害を与えた場合は、使用者が
賠償すること。

７５％以内

10,000

・補助率 １／３以内

・条件等

・用件

　①補助金名



協議第４３号　上水道事業の取扱いについて（資料）

超過料金

水量 口径 料金（円） １㎥当り（円）

１３ｍｍ 850 140

２０ｍｍ 1,450 140

２５ｍｍ 1,780 140

４０ｍｍ 2,520 140

５０ｍｍ 3,610 140

７５ｍｍ 4,660 140

１００ｍｍ 5,580 140

基本料金（１戸１月）

※別表

　簡易水道・専用水道使用料金表（税抜き）

種別

注）種別、量水器の口径の区分に従い、使用水量に応じ計算した基本料金及び従
量料金の合計額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

８㎥まで
専用給水装置
共用給水装置
一時用給水装置

消火用給水装置

目的外の使用については、１基１回２０分として５，６００円とする。
ただし、消火等用に使用するときは、無料とする。



　協議第４３号　上水道の取扱いについて　参考資料

合併期日
（予定）

協定（協議）項目名 調　　　整　　　方　　　針

熊本県 天草上島４町合併協議 H16.3.31
上水道事業の取扱い
について

上水道事業については、次のとおり取扱うものとする。
（１）水道使用料については、当面、現行のとおりとし、合併後３年間で計画的に調整する。
（２）加入金については、別表１のとおりとする。
（３）メーター使用料については、大矢野町、松島町の例による。
（４）督促手数料については、姫戸町、龍ヶ岳町の例による。
（５）手数料については、別表２のとおりとする。
（６）水道運営審議会については、松島町の例により新市に引き継ぐ。ただし、委員の構成については、合併までに調整する。
（７）水道工事分担金については、姫戸町、龍ヶ岳町の例による。
（８）松島町共同飲料水供給施設補助金、松島町上水道給水施設補助交付に関する要項については、合併時に廃止する。

〃 宇城西部５町合併協議 H17.1.15
上下水道事業の取扱
いについて
（上水道事業関係）

○　現行の上水道事業は、新市において統合するものとする。
○　現行の簡易水道事業は統合せず、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
○　既存の水道施設については、新市に引き継ぐものとする。
○　浄水場の管理については、新市において管理方針を定め統一に努めるものとする。
○　組合営等の非公営の簡易水道事業や飲料水供給施設については、合併を機に公営への移管等を検討する。
○　水道使用料金については、当面は現行通りとし、新市において料金統一の基本方針を定め、１０年を目途に採算の取れる料金体
制へ統一を図るものとする。
○　検針、料金徴収については次のとおり調整するものとする。
（１）検針、料金徴収については、毎月検針、毎月徴収とする。
（２）検針、集金事務については委託することとし、委託料については合併時に統一する。
○　上水道加入金、工事負担金の取扱いについては、合併年度は現行通りとし、翌年度以降３年を目途に計画的に調整するものとす
る。
○　手数料の取扱いについては、合併時に次のとおり統一するものとする。
（１）①給水工事設計審査　１，０００円　　　　　②指定業者登録　１０，０００円
　　 ③材料検査　　　　　　　　　５００円　　　　　④竣工検査　　　　　１，０００円
　ただし、現在登録している業者については、登録の更新手続きのみとし、登録料は徴収しないものとする。
（２）督促手数料及び延滞金については、合併時に統一するものとする。
○　上水道加入金、料金、手数料等の減免の取扱いについては、合併時に松橋町の例により統一するものとする。ただし、工事負担
金については対象としない。
○　指定給水装置工事事業者の取扱いについては現行通りとし、合併時に条例・規程を統一するものとする。

〃
菊池南部四町合併協
議会

H17.2.28
上水道事業の取扱い
について

（上水道）
○　大津菊陽水道企業団は合併の前日をもって解散し、大津菊陽水道企業団の一般職のすべての職員及びその事務を新市に引き
継ぐものとする。
○　使用料については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に統一する。
○　加入金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に統一する。
○　料金の減免制度については、合併までに統一する。
○　手数料については、合併までに統一する。
（簡易水道）
○　簡易水道地区等については、矢護川地区簡易水道組合は合併の前日をもって解散する方向で調整し、全地区とも現行のまま新
市に引き継ぐ。
○　使用料については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に調整する。
○　加入金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に調整する。
○　料金の減免制度については、合併までに統一する。
○　手数料については、合併までに統一する。

団　　体　　名




